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日 時：平成２５年７月１０日（水）午後５時開会 

場 所：札幌市保健所  ２階  研修室Ａ・Ｂ 
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  １．開  会 

○事務局（澤田健康推進担当課長） ただいまから、第５回次期札幌市健康づくり基本計

画策定部会を開催いたします。 

 本日の会議の終了は、おおむね６時３０分を予定しておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 きょうも、遅い開始時間にもかかわらず、お集まりいただきまして、まことにありがと

うございます。 

 また、日ごろから札幌市の保健行政にご協力いただいておりますことに、重ねてお礼を

申し上げます。 

 それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 机にご用意した資料ですが、まず、本日の会議次第でございます。それから、資料１、

次期札幌市健康づくり基本計画に関する目標値設定の考え方、資料２、次期札幌市健康づ

くり基本計画目標値、資料３－１、次期札幌市健康づくり基本計画の取組に関する考え方

Ⅰ、資料３－２、次期札幌市健康づくり基本計画の取組に関する考え方Ⅱ、資料４、次期

札幌市健康づくり基本計画の取組内容、資料５、次期札幌市健康づくり基本計画の課題・

指標及び目標値でございます。 

 事前に資料を送付させていただいているのですが、一部差しかえをさせていただきまし

たので、本日はお配りした資料をお使いいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 なお、遅くなりましたが、本日の出席者の皆様の名簿を今からお配りしますので、ご確

認ください。 

 

  ２．第４回「次期札幌市健康づくり基本計画策定部会」検討結果について 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 最初に、資料を用意してございませんが、前回の策

定部会結果について確認させていただきます。 

 前回の策定部会では、全体目標三つのうち、「すこやかに産み育てる」に関する指標の

ご検討をしていただきました。さらに、全体目標の「健康寿命の延伸」「健康格差の縮小」

の目標値についてご検討いただいたところでございます。 

 前回、委員の皆様からいただきましたご意見について、事務局に持ち帰りまして検討し

た結果について、２点簡単にご報告させていただきます。 

 まず、１点目でございます。 

 目標値の減尐率、増加率の計算方法についてでございます。 

 計算方法につきましては、ご質問いただいた計算方法、事務局で回答した計算方法のい

ずれも同じ結果となることがわかりました。目標値設定の考え方の３に基づいて目標値を

算出する場合には、健康日本２１の第２次計画の目標値を現状値で割った値を本市の現状

値に掛け合わせ目標値としたいというふうに考えております。 

 ご指摘いただいた計算方法がよりわかりやすい説明であることがわかりましたので、今
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後はそのように説明してまいりたいと考えております。 

 ２点目でございます。 

 低栄養傾向にある高齢者の増加の抑制の目標値についてでございます。 

 健康日本２１の第２次計画の設定根拠であります高齢者の増加による自然増を上回らな

い割合として２２％とご提案いたしましたが、指標が増加の抑制という表現であるものに

対し、目標が現状値よりも増加しているのはわかりづらい、また、増加の抑制が目標であ

れば、せめて現状値の維持を目標としたほうがいいのではないかとのご意見をいただきま

した。 

 そこで、この件につきましては、栄養を担当する係とも検討いたしまして、本市として、

委員の皆様のご意見をいただきまして、現状値の１７％を目標値として取り組むことにし

たいと考えております。 

 以上が前回の策定部会のご報告でした。 

 

  ３．議  事 

○事務局（澤田健康推進担当課長） それでは、会議の議事に移りたいと思います。 

 これからの進行につきましては、川初部会長にお願いしたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○川初部会長 承りました。 

 ５時ですけれども、仕事の疲れが残っているところをご参集いただきましてありがとう

ございました。 

 きょう、議事で扱うことは全体目標として「すこやかに産み育てる」という指標を前回

やりまして、きょう、その目標値が残っているところを検討いたします。 

 二つ目は、次期札幌市健康づくり基本計画全体の取り組み内容について入っていくこと

になります。 

 手元に大分分厚い資料がありまして、６時終了になっていますけれども、頑張って会議

を進めたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 最初の議題は、指標ごとの目標値の設定についてです。 

 事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 資料は１でございます。 

 資料１は、前回の策定部会でもご説明いたしましたが、目標設定の考え方でございます。

１から４の優先順位で各指標の目標値を設定しております。 

 続きまして、資料２でございます。 

 全体目標「すこやかに産み育てる」に関する目標値を説明いたします。 

 現状値と目標値の設定の考え方につきましては、資料をご確認ください。資料２の表の

中ほどに記載してございます。 

 まず、１ページから説明させていただきます。 
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 妊娠届け出１１週以下の率については、健やか親子２１の目標値が１００％とされてお

り、本市においても１００％にしたいと考えております。 

 妊婦一般健康診査の１回目の受診率については、安全・安心な妊娠期間を過ごすことを

支援するために、本市独自で設定した指標です。目標値は、既に現状値が９８．１％であ

ることを踏まえ、１００％としたいと考えております。 

 ２ページをごらんください。 

 子育てに自信が持てない母親の割合については、６月に各区の保健センターで乳幼児健

診を受診した母親を対象にアンケート調査を実施いたしましたので、この後、集計作業に

入ります。現状値が確定した後、健やか親子２１の目標値を考慮し、本市の目標値を設定

したいと考えております。 

 父親の育児参加に満足する母親の割合については、現計画を踏襲し３０％としたいと考

えております。 

 産後鬱病のリスクのある産婦の割合は、健やか親子２１の目標が具体的な数値を持たず

減尐傾向へとなっていますので、本市におきましても、減尐傾向へと設定したいと考えて

おります。 

 乳児の乳児突然死症候群による死亡率については、単年度の比較であり、死亡数がもと

もと尐ないため、死亡数の変化が死亡率に大きく影響いたします。そのため、具体的な目

標値を設定するのは困難と考え、減らすといたしました。 

 心肺蘇生法を知っている親の割合については、健やか親子２１の目標値が１００％であ

り、本市においても１００％といたしました。 

 事故防止を工夫している家庭の割合についても、同じく健やか親子２１の目標値が１０

０％であり、本市においても１００％といたしました。 

 ３ページをごらんください。 

 全出生中の低出生体重児の割合については、健康日本２１の第２次計画で具体的な目標

値を示さず減尐傾向へとなっていますので、本市においても減尐傾向へといたしました。 

 虐待していると思うことがある親の割合については、統計学的に有意な割合を算出し、

４．７％といたしました。 

 乳幼児ゆさぶられ症候群の危険について知っている乳児を育てる親の割合については、

次期計画からの新たな指標であり、現状値はございません。健やか親子２１にもない指標

ですが、親の誤った認識により、乳児が命を落とさないことが重要と考え、目標値は１０

０％といたしました。 

 児童相談所の虐待受理件数については、現健康さっぽろ２１を踏襲し、減らすといたし

ました。 

 ４ページをごらんください。 

 １０代の人工妊娠中絶率は、健やか親子２１の減尐率に基づいて算出し、９．７％とい

たしました。 
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 避妊法を正確に知っている人の割合については、健やか親子２１の目標が増加傾向へと

なっていますので、本市においても増加傾向へといたしました。 

 １０代の性器クラミジア感染症の定点医療機関における１カ月の患者数については、健

やか親子２１の目標が減尐へとなっていますので、減尐傾向へといたしました。 

 正しい性感染症の知識を持つ人の割合については、現計画で実施していた本市の調査項

目と健やか親子２１の調査項目に差異があったことから、指標を性行動と性感染症の関連

に正しい知識を持つ人の割合とし、今後は、国と同じ基準で比較することとしたいと考え

ています。そこで、現状値がないため、健やか親子２１を踏襲し、増加傾向へと設定いた

しました。 

 薬物への正しい知識を持つ人の割合についても、同じく現計画で実施をしていた本市の

調査項目と健やか親子２１の調査項目に差異があったことから、指標を薬物濫用の有害性

について正しい知識を持つ人の割合とし、今後は国と同じ基準で比較することとしたいと

考えております。そこで、現状値がないため、健やか親子２１を踏襲し、１００％と設定

いたしました。 

 なお、健やか親子２１は、ことしが評価年となっており、来年度に次期計画が策定され、

新たな目標値が設定されることとなります。次期計画の中間評価では、新たな健やか親子

２１の目標値を勘案し、目標値を見直すことを想定しております。 

 全体目標「すこやかに産み育てる」に関する目標値の説明は、以上でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの全体目標「すこやかに産み育てる」に関する目標値について、ご意見、ご質

問を伺いたいと思います。 

 特にございませんようでしたら、次に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 議題（２）に入ります。 

 次期札幌市健康づくり基本計画の取り組み内容についてです。 

 この考え方について、また事務局から説明をお願いします。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 次期札幌市健康づくり基本計画の取り組みに関する

考え方について、２点ご説明いたします。 

 資料３－１をごらんください。 

 次期札幌市健康づくり基本計画は、三つの全体目標に向かって取り組んでいくこととな

ります。 

 三つの全体目標のうち、「健康寿命の延伸」と「すこやかに産み育てる」については、

現計画にも目標として掲げられております。次期計画では、新たに「健康格差の縮小」を

全体目標としますので、健康格差について本市の考え方をまとめたものをご説明いたしま

す。 
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 国の健康日本２１の第２次計画では、健康格差を地域や社会経済状況の違いよる集団に

おける健康状態の差と定義しています。 

 また、平成２４年度に行われました札幌市健康づくり推進協議会に、札幌市健康づくり

センターのあり方検討部会を立ち上げまして検討を行ったわけですが、この提言書をいた

だきましたところ、その提言書の中で、健康格差の縮小を目指すための具体的な対象者と

して、社会経済的に不利な層として、低所得者、高齢者、要支援者、要介護者、障がい者、

さらに、健康に無関心な層として、生活習慣病の予備群が明記されております。 

 これを受けまして、次期札幌市健康づくり基本計画の中では、健康格差を性別や年齢の

差以外に、健康に影響を及ぼす要因により生じる健康状態の差としました。要因としては、

経済的要因、疾病や障がいの有無、健康の関心の有無としました。 

 そのことから、次期札幌市健康づくり基本計画の中では、全体目標の一つである健康格

差の縮小のために重視する対象者を、低所得者、要支援者、要介護者、障がい者、心臓リ

ハビリテーションの終了者など、病後の患者、生活習慣病の重症化予防が必要な人、健康

に関心がないと考えられる若い世代の人、生活習慣病の予備群となる不適切な生活習慣の

人とし、重視する対象者への取り組みを意識し、全ての市民が生き生きと暮らすことがで

きる社会の実現を目指したいと考えています。 

 続いて、資料３－２をごらんください。 

 ２点目は、次期札幌市健康づくり基本計画の基本戦略と取り組みの確認です。 

 基本戦略は、以前、この部会でご検討いただきましたとおり、市民一人一人が参画して、

地域とともに、市民・地域・企業・関係機関が連携しての３点でございます。 

 まず、市民一人一人が参画してとは、市民が自分自身の健康状態を知り、正しい知識を

持つことで健康な生活習慣を獲得し、健康づくりに取り組んでいくということです。 

 資料の四角で囲んだ図の坂道を上っている一番前の人です。個人が自身の健康づくりの

ため主体的に取り組むということでございます。 

 地域とともにとは、地域全体健康づくりに取り組めるように、健康づくりに取り組む団

体や地域組織のネットワーク化を図るなど、個人の健康への取り組みを支援し、ともに健

康づくりに取り組んでいくということです。資料の図の中では、一番前の個人を押してい

る３人の人でございます。個人の取り組みを支え、一緒に進んでいくということでござい

ます。 

 市民・地域・企業・関係機関が連携してとは、個人や地域が健康づくりに取り組みやす

いように、社会全体として環境を整備するということです。資料の図では、地域と同じく

個人を押す役割と、坂道の傾斜を緩やかにして、健康により近づきやすい環境を整備する

ということで、右側の下向きの矢印で示しております。 

 取り組み内容は、基本戦略に基づき、自助、共助、社会環境の整備に分けて考えました。 

 次期札幌市健康づくり基本計画の取り組みに関する考え方は、以上でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 
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 次期札幌市健康づくり基本計画の取り組みに関する考え方でございますが、これについ

てご質問、ご意見を伺いたいと思います。 

 では、どうぞ。 

○高橋委員 資料３－１に、札幌市における健康格差の縮小の具体的対象者と書いてあり

ますが、どのように差をなくしていかれるということをお考えになっていらっしゃるので

しょうか。 

○川初部会長 これに関する方策を聞かれているのですね。方策について既に検討されて

いるのでしょうか。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 次期計画では、三つの目標を掲げて取り組んでいく

ことになります。新たに健康格差ということで取り組みを始めていくということですが、

今まで指標を皆さんの中でご検討をいただき、目標値を設定いたしました。その中に健康

格差の縮小に結びつくものもたくさんあると考えております。この後、具体的な取り組み

内容について、またお諮りをいたしますし、計画全体ができ上がった後に、その計画をも

とに各セクションで、この大きな目標三つに向けての取り組みが始まるということでござ

います。この指標の中にもここに取り組めるものがあるということと、具体の取り組みの

内容で健康格差に結びつくものがありますので、この後ご説明しますので、ということで

よろしいでしょうか。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 ほかにご質問、ご意見ございませんか。 

○辻委員 札幌市における健康格差の縮小のところに、経済的に不利な層のところには、

低所得者の次に高齢者というのが入っているのですが、下の表の中の重視すべき対象者に

は高齢者が入っていないのですが、これは何か理由があるのでしょうか。 

○川初部会長 いかがですか。 

○事務局（斉藤地域保健担当係長） 先ほどの健康格差の縮小のところの年齢差以外とい

うことで、高齢であっても、みずから健康に取り組めるという方がいらっしゃるというふ

うに考えますので、高齢者というだけで健康格差というふうに捉えることはないのではな

いかと考えております。 

 要支援ですとか、要介護ですとか、介護的な予防の必要な方ですとか、そのような方に

対しては重視すべき対象者としては捉えておりますけれども、年齢が高いというだけでと

いうようなところでは、一旦高齢者というところでは、同じ７０歳で病気がある、ないと

か、そういったところだと思いますが、健康な方については一般の方と同様という形で捉

えていて、高齢者という表現としてはないという形になっております。 

○川初部会長 どうぞ。 

○鳴海委員 健康格差の部分の評価というのは、なかなか難しい面があるとは思うのです

が、これだけ具体的に対象者がはっきりとされている中で、恐らく、調査をする過程の中

で、こういったカテゴライズをきちっとするような調査方法をとるということでいいので
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しょうか。 

○事務局（斉藤地域保健担当係長） 今ところ、まだ具体的ではないのですが、例えば、

健康に無関心な層というところで若年というところを捉えておりますので、そういった方々

に十分に情報提供ができているかとか、取り組みの中で具体的に利用すべき施設として健

康づくりセンターなども想定されていますので、そのような中で、そういった方々がどの

ぐらい利用が促進されたかとか、そういったところで評価ができるのではないかと考えて

いるところです。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがですか。よろしいですか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 ありがとうございます。 

 続きまして、次期札幌市健康づくり基本計画の取り組み内容についての検討に移ってい

きます。 

 ここでは、基本目標ごとに、それから基本要素ごとに取り組み内容を検討していきます。 

 まず、基本目標、生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底に検討いたします。そのう

ちの基本要素の栄養・食生活につきまして、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 基本目標、生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹

底に関する取り組みについてご説明いたします。 

 資料は４と５をご用意ください。 

 資料５は、第４回策定部会で検討したものでございます。その課題、指標に基づいて取

り組み内容を示したものが資料４です。 

 資料４の市民の取り組み、地域の取り組み、企業・関係機関の取り組みについては、事

務局の案をお示ししております。ここでは、資料５で現状の課題と指標について振り返り、

行政の取り組みについて説明させていただきます。 

 市民の取り組み、地域の取り組み、企業・関係機関の取り組みの具体的な取り組み内容

については、委員の皆様それぞれのお立場でのご意見をたくさん頂戴したいと考えており

ます。 

 まず、基本要素、栄養・食生活でございます。 

 資料５の１ページをごらんください。 

 栄養・食生活の課題として、食生活改善の普及啓発を継続的に取り組む必要があること

が挙げられました。指標については資料のとおりでございます。 

 取り組み内容については、資料４の１ページをごらんください。 

 行政の取り組みとして、生活習慣病の発症を予防するためには、子どものころから健康

的な食生活を身につけ、成人になってからは、健康的な食生活を習慣化して継続する必要

があります。そのために、行政の取り組みとして、乳幼児健診を活用した普及啓発、健康

教育の充実やホームページ等を活用した情報提供など、健康的な食生活についての普及啓
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発に取り組みます。 

 また、「栄養成分表示の店」推進事業の充実や、ヘルシーメニュー普及・啓発促進事業

の充実、特定給食施設等への情報提供、食育ボランティアの育成と活動の支援など、健康

的な食生活支援をするための環境整備に取り組みます。 

 栄養・食生活に関する取り組みについては以上でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの件につきまして、ご意見をいただきたいと思います。 

○高橋委員 私がこの委員に応募した一つのきっかけとして、札幌に戻ってきて感じたこ

とは、ほかの県の方たちと比べると、体格が立派な方たちが多いのです。特に、それほど

年齢の行っていらっしゃらない４０代とか５０代の女性が杖をついております。これは、

恐らく足にかなり負担がかかっているのだと思うのです。また、とにかく食べ物が塩辛い

のです。これは１人でやれることではなくて、やはり、外食産業とかスーパー、そういう

ところから啓発していかなければいけないのではないかと思います。 

○川初部会長 ご意見として賜っておけばよろしいですね。 

○高橋委員 はい。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 ないようでしたら、次の項目に行ってよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 では、基本要素、身体活動・運動についてです。 

 事務局からご説明をお願いします。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 資料５の２ページをごらんください。 

 身体活動・運動では、若い年代のうちから運動習慣の定着を図ることが課題となってお

ります。また、日常生活における歩数をふやすなど、運動を取り入れるよう働きかけるこ

とが重要でございます。そのため、気軽に運動できるような環境の整備、情報提供などを

行うことが重要でございます。 

 資料４の２ページをごらんください。 

 行政の取り組みとして、乳幼児健診を活用した普及啓発、健康教育の充実、ホームペー

ジ等を活用した情報提供など、運動の必要性についての普及啓発に取り組みます。 

 また、ホームページなどによるウオーキング情報の集約、発信、学校体育施設開放事業

の活用、健康づくりセンターの利用促進、関係部局との連携によるウオーキングの推進な

ど、運動に取り組むための環境整備に取り組みます。 

 さらに、健康づくりサポーター派遣等による自主活動グループの育成支援、ウオーキン

グ指導ボランティアの養成、ウオーキング大会の開催、ウオーキングマップの作成、普及、

スポーツ推進委員の活動促進など、運動を実践するための支援を行います。 

○川初部会長 基本要素、身体活動・運動に関しまして取り組み内容を、市民の取り組み、
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地域の取り組み、企業・関係機関の取り組みについてご意見を具体的にお願いしたいと思

います。 

○向井委員 横にスポーツ推進関係のことも出ているのですけれども、今現在、スポーツ

推進委員、体育振興会の動きの中で、高齢化が進んで体育振興会自体が役員のなり手がい

ない。実際問題、２校の管理を一つの体育振興会がやっている部分も出てきていると。今、

札幌市の体育振興会で自主管理しているものは大体１１０校あるのです。その中で、今連

絡協議会のほうでいろいろな活動をして、どのように活性化していくかということを市と

も協議してやっております。また、スポーツ推進委員のほうでも、各体育振興会にスポー

ツ推進委員がかかわっていって、尐しでも多くの市民がそこに参加できるように、いろい

ろなことを考えていこうということで動いておりますけれども、なかなか地域格差があり

まして、全てのいろいろなことがすばらしいことを書いてあっても、実際問題、活動して

いくときにどのような地域格差を解消していって、この間も言いましたけれども、何せ地

域では個人情報の保護法とかいろいろあって、全部それが障がいになって、なかなか先に

進んでいけない部分がかなりあるのです。そこをどう解消していかなければならないのか

ということで我々も活動していますが、今後もこれをうまくやっていくためには、そうい

ったところもいろいろと考えてやっていかなければ、難しいのではないかと思います。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 ほかにご意見はございませんか。 

 よろしいようでしたら、次へ移りたいと思います。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 続きまして、基本要素、飲酒でございます。 

 事務局からご説明をお願いします。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 資料５の２ページの下段をごらんください。 

 基本要素、飲酒の課題として、引き続き飲酒についての適切な啓発が必要だということ

が挙げられました。 

 資料４の３ページをごらんください。 

 行政の取り組みとして、健康教育の充実、ホームページ等を活用した情報提供、講演会

の開催など、飲酒に関する知識についての普及啓発に取り組みます。 

 また、個別相談の実施など、飲酒の害の防止への支援を行うということでございます。 

 以上です。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 ご意見をどうぞ。 

 これはよろしいですか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 では、続きまして喫煙でございます。 

 事務局から説明をお願いします。 
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○事務局（澤田健康推進担当課長） 資料５の３ページをごらんください。 

 喫煙の課題として、行政・企業・市民が一体となって、喫煙率の低下と受動喫煙防止対

策に取り組むことが挙げられております。 

 資料４の３ページの下段をごらんください。 

 行政の取り組みとして、健康教育の充実、ホームページ等を活用した情報提供、イベン

ト開催、パネル展示を通じた情報提供など、たばこやＣＯＰＤに関する知識についての普

及啓発を行います。 

 また、禁煙、完全分煙施設の登録の推進、受動喫煙防止対策ガイドラインの普及など、

たばこの害を防止するための環境整備に努めます。 

 さらに、ホームページ等による禁煙治療実施機関の情報提供など、禁煙希望者への支援

を行うということでございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの喫煙に関しましてご意見ください。 

 これもよろしいですか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○事務局（高川健康企画担当部長） 申しわけありません。 

 議論の進め方として、十分ご理解いただいているかどうかがちょっと不安だったもので

すから、口を挟んで申しわけないのですけれども、今、説明を申し上げていますのは、資

料５というのは、ご承知のように、前回までに出た資料で、前回と前々回にわたって、延々

というのでしょうか、各項目、詳細にわたって、今の現行計画の最終評価をもとにした課

題がそれぞれありましたと。それをもとに、どういった指標で、どういう目標値をもとに

取り組んでいったらいいかというのを、ずっと前回まで整理させていただきました。そこ

で、それを今度は具体的に、今度の計画では、どういう取り組みをしたらいいかというこ

とを、これまでの議論の順番をなぞるように進めているところでございます。 

 私どもで説明しているのは、行政の取り組みというのは、これから将来にわたっての課

題に対するとれる取り組みとしてこういったことが考えられると。そのほかの市民と地域

と関係機関などについては、説明はしておりませんけれども、事務局で、一旦こういった

ことが考えられるでしょうと、項目だけは載せておりますが、ここについては、今、幾つ

かの委員のご意見もいただきましたが、ここについていろいろお気づきの点とか、こうい

ったものがあればというのをご議論いただきたいという進め方を今しているのでございま

す。済みません。 

○川初部会長 流れの中で、行政の項目について、皆さんでご検討をしてきていましたけ

れども、この４項目全部にわたってご意見いただくということですね。 

○事務局（高川健康企画担当部長） 行政の取り組みを含めてでもいいですけれども、全

体について、それぞれの項目ごとの取り組みを、例示と思っていただければいいのですけ

れども、行政のもの以外については。そういったものについて、これは違うとか、これは
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足りないとか、これでいいのでしたら、このままでも結構ですし、そういう視点でごらん

いただければと思っております。 

○川初部会長 わかりました。 

 私のほうからの問いかけも、そこの点についてはなされていませんでしたので、尐し時

間をとりまして、市民の取り組み、地域の取り組み、企業・関係機関の取り組みのところ

を、今までの資料４のところまで全体を尐し見通していただいて、全体に対してご意見が

ありましたら伺いたいと思います。ざっとお読みになるかもわかりませんけれども、一旦

お目通し願いますでしょうか。 

 栄養・食生活、身体活動・運動、飲酒、喫煙まででございます。 

○向井委員 これは、最初に決まりまして、決まった状態の中で、例えば地域の取り組み

などに関しまして、行政側から、今度こう決まりましたので、こうやってくださいという

依頼はしていくわけですか。 

○事務局（高川健康企画担当部長） これはやってくださいというより、市民の健康増進

のためには、こういう目標に対してはこういう行動が必要でしょうという、活動の目安と

いうのでしょうか、個々のものについて、これに基づいて皆さんが意識して、皆さんがと

いうのでしょうか、それぞれの役割に応じて、一人一人の役割があれば、地域の役割、行

政の役割もありますから、これは努力目標ということになります。その目標を端的にあら

わすと、数値化したもの、目標値に至るように、こういう取り組みをしていきましょうと

いうことです。それが計画書としてできると。 

○向井委員 取り組みをしていきましょうということに関して、関係のところ、地域だと

か、今ここにスポーツ推進とか町内会とか、ボランティアとかといろいろと出ていますけ

れども、そういったところに訴えていくのですか。 

○事務局（高川健康企画担当部長） 個々に訴えることにはならないと思います。計画に

盛り込まれて、それが札幌市の市民の健康増進計画として、一定期間、目標となっていく

ということです。 

○川初部会長 行政の取り組みの中に啓発などは盛り込まれているのですけれども、市民

の側から、例えば、栄養・食生活の一番上、子どものころから健康的な食習慣を身につけ

ますということを、市民がどうやって知るかということです。 

○向井委員 どう周知していくのかなと思ったのです。 

○末岡副会長 アピールの仕方をどうされるのかということだと思います。だから、広報

の載せるのか、ホームページなのか、どうやって市民に教えるのかということではないで

しょうか。 

○向井委員 実際問題、いろいろな計画等を立てても、現場とはかなりかけ離れた現状に

たくさんあるのですよ。こういうすばらしいものがある、こういうすばらしいものがある

ということで、いろいろうたわれているのですけれども、実際問題、現場は全然違うと。

それは踏襲されていないとか、それは非常に困っているよとか、たくさんあるのです。そ
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ういったことを考えていくと、当然、地域の取り組み、市民の取り組みに関して、どのよ

うにアピールをして、どう伝えていって、そこでそういったものを動かしていくかという

ことのほうが大事かと思うのです。 

○事務局（高川健康企画担当部長） これは現計画ですけれども、こういう計画書ができ

ますと。札幌市はこれだけではなくて、いろいろな計画をつくっています。これについて

は、まず計画ができたものの周知は、ホームページとか広報さっぽろを通じてかけるのと

同時に、いろいろな地域ということであれば、区役所がそれぞれこういう活動を実際にや

っているところですから、区役所を通じてＰＲしたり、普及したり、それから、健康づく

り活動も担っております。健康づくり活動の中で、実際に保健センターを中心にこれを実

践していく、その積み重ねをしていくことになります。 

 また、一定期間ごとに中間評価をやります。この計画についても１０年間の計画でした

けれども、５年目に中間評価をいたしました。計画はうまくいっているのか、いってない

のか、それから、新たな課題はないのかということに基づいた中間での修正なり見直しを

行ってまいります。知らせ方は普及啓発とか、ＰＲとか、札幌市が持っているいろいろな

媒体で使えるものは全部使ってと思っています。 

 それから、計画が最終的に決定するまでの間には、市民に意見を１回聞く機会を設けま

す。パブリックコメントという言い方をしていますが、この計画案に対してご意見を１カ

月程度設けて、意見を寄せていただいて、それで最終版をつくろうと思っております。 

○向井委員 私としては、これを生かすためにどうしていくのかということがあったもの

ですからね。 

 例えば、保健所は札幌市に３カ所ありましたね。そこの利用のいろいろな問題もありま

したね。例えば、そういうところで、ボランティアか、職員か、あらゆることをできる人

たちを養成して、それを各地域にばらまいて、こういうことに関してはこういう人が行き

ますよとか、そういうものを市民が選んで、こういう人に来てほしいというものがあれば、

各区役所なり市なりから送りますというシステム的なものができてくれば、かなり違うと

思うのですが、こういうことができていたとしても、実際問題、それを活動に移していく

のは非常に難しいですから、逆に、活動に移していくためにはどうあるべきかということ

をどんどんやっていかなかったら難しいと思うのです。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） おっしゃるとおりだと思います。具体的にどうやっ

て作戦を立ててというか、進めていくかということが重要だと思うのですが、実は、この

取り組み内容は、例えば、役所の中では、スポーツ部とか、高齢福祉、障がい福祉、精神

障がい、母子保健、教育委員会、栄養の担当部署と、あらゆる部署と検討してここに至っ

ているのです。直接、私どもがやれることもございますし、スポーツ部であったり教育委

員会は、それぞれ取り組みに向けて努力していくとなりますので、それは、いろいろなと

ころから、いろいろな形で地域や団体にアプローチがあるのではないかと思います。その

ときはよろしくお願いしたいと思います。 
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○萩原委員 私は、区役所などにいろいろなことでお世話になっております。栄養士に来

ていただいて、スライドを見せてもらって、子育てなども全部そういうことをやっていた

だいておりますし、出前講座も利用してやっておりますので、出前講座でも随分といろい

ろありますね。ですから、そこを選んで勉強させていただいております。 

○川初部会長 まとめますと、今までの会議の積み重ねの流れの中で、結局、きょう出て

きている行政の取り組みは、いろいろ上がっているわけです。人を養成して地域に派遣す

るとか、啓発活動、情報提供等々、いろいろするという行政の側の取り組みに対しまして、

それを受ける市民は、どういうふうにすると行政の言っていることに応えられる行動にな

るのかというのが、ここに書かれている市民の取り組みなわけです。この市民の取り組み

に書かれている行動自体は、行政の側からこういうことを重視していますという情報発信

が含まれているのでしょうか。先ほどの各媒体を通して知らせる中に、市民の方々がどう

いうことをすればそれに応えられるかというところまで啓発の中に内容として盛り込まれ

るのでしょうか。 

○事務局（斉藤地域保健担当係長） ここに書かれている市民の取り組みの案として出さ

せていただいたのは、こういう意識を持っていただくと、健康になっていくのではないか

という思いを込めて、例えば、運動のところですと、エスカレーターやエレベーターを使

わないで階段を利用しますということで、尐しでも歩く歩数をふやしていただきたいとい

うような思いを込めた内容として載せさせていただいています。計画書を手にとった方が、

それを見て、こうすれば健康になれるのだねというメッセージとして、取り組みとして載

せさせていただいています。 

 ぜひ、皆さんも、私ならこういうことができるというご意見をいただけると、市民の方

にも、これなら私もできるわと感じていただけるのではないかと考えていますので、先ほ

どから申し上げているとおり、皆さんのご意見を載せさせていただいて、市民がそれを見

て、一緒に健康づくりに取り組んでいければと考えているところです。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 大分様子がわかってきたと思うのですけれども、これからは、これを見ていただいて、

市民の取り組みにこんなことも考えて加えてほしいとか、そういうことを積極的にお出し

いただきたいと思います。 

○辻委員 市民の取り組みというのは、いろいろな計画書や啓蒙書を見て、市民一人一人

が考えるということでいいのですが、地域の取り組みということになりますと、さきのお

話のように、誰がどのようにして、どうやるのかということがないのです。どれだけいい

計画書ができても、宝の持ち腐れというかね。 

 私は常々思っているのですが、コーディネートがそういった場合には絶対必要だと思う

のです。こういう計画書ができました、今度、こういう説明会をやりましょう、市民の意

識を変えましょうとかね。 

 ところが、だんだん老齢化していきますし、ボランティア、ボランティアではうまくい
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かない。最近はやっているのはソーシャルビジネスということで、ある程度の費用をかけ

てでも、そういうコーディネーターを養って、そこを主体にして動いていかないと、市民

の意識も変わりませんし、地域の取り組みは活発化しないと思います。これは、別に健康

づくりだけでなくても、食の安全でも、全てのことについて言えると思いますので、ぜひ

ソーシャルビジネス的な発想でコーディネーターを使うということと、いろいろな計画が

徹底されるということを希望したいと思います。それを言いたくて市民代表委員に応募し

たのです。 

 例えば、私は、マンション管理者ですけれども、マンションは小さな自治体ということ

で、いろいろなことを策定しながら、除雪でも排雪でも防災でも、あるいは財政的なこと

もやっていますね。それと同じように、町内会もやればやれるのではないか。しかし、そ

れを核になってやる人がいないと進まないという持論でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○鳴海委員 市民の話がいっぱい出ておりますので、私は企業側のお話ということですね。 

 市民のお話をするときに、今回の一番のポイントになっているものの中に、無関心層と

いうところがあって、常々そこのところをずっと言っていて、気づいている人は、ホーム

ページでも、自分で活動もするのです。ところが、そこまで行き着かない人に対してどう

するのかという一つのポイントがあって、私も資料を先にいただいていたので全部見てい

たのですが、やはり、ご時世だと思うのですが、ホームページの利用がすごく多いのです。

ホームページは、確かに、すごく意識のある人にとっては非常にいい広告媒体ではあるの

ですが、残念ながら、そこまで行かない人のほうが圧倒的に多いということをまず理解い

ただきたいので、ホームページ重視というのは、意外に、効果がある面もあるが、ターゲ

ティングは絞られるということを理解していただきたいと思います。 

 私が市民目線で言うと、メディアの戦略でいくと二つあると思っています。一つは、札

幌市は広報さっぽろを持っていますね。あの力はすごくあって、購読率はほぼ１００％だ

と思っているのです。 

 以前、前の担当の方とお話ししたときに、広報さっぽろは、とにかくページ割が大変で、

まず場所がとれないというお話を聞いたので、こういう施策に対して、定例で１ページも

らうぐらい決めて、長期にわたって無関心層の目に触れる機会をつくるというのがまず一

つではないかと思うのです。札幌市に関して言えば、広報さっぽろを軽視しないほうがい

いよと言いたいのが一つです。 

 もう一点は、我々は、労働衛生機関ということで健診などを含めて健康に関する相談が

いっぱい来るのですが、そのときに、何をきっかけにしてそういうものが来るかというの

を見たときに、やはり新聞です。今、道新で、一般論ではないけれども、例えば、健診は

無駄だとか、がん検、がんは放っておけと出ていたと思うのですが、ああいうものは、意

外に効果があるというか、それに関して問い合わせが来るのです。ですから、全くの無関
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心層であっても、そういう広告媒体、新聞媒体を見ることによってきっかけになることが

あるので、いわゆるメディア、特に新聞関係は、年間的なタイアップをして、計画的に普

及啓発を打っていくということも一つではないかと思うのです。 

 先生方もいらっしゃっていますが、その道の大家の先生にそういうものをわかりやすく

書いてもらうのも一つではないかと思います。やはり、場当たり的にやるのはだめなので、

年間、月１回くらいで見ていくというような戦略が必要ではないかと思います。 

 企業に関して言いますと、多分、札幌市の方もよくわかっていると思うのですが、縦割

り行政ということで、企業分野、特に労働安全衛生とか労基署はなかなか仲よくやってく

れないということがあります。例えば、ここに書いてある食生活の問題は事後措置ですし、

逆に、禁煙は労安法でも、去年は流れましたけれども、会社の中での分煙は１００％やら

なければいけないという話になっています。 

 また、健診関係では、労働安全衛生の中ではやらなければいけないことになっているの

ですが、その辺は、私どもも講演で企業団体の方々、例えば経営者協会とか、経済団体か

商工会に呼ばれてよく講演に行くのですが、札幌市さんとして、そういう団体を上手に使

って、企業のトップを押さえていくという動きを尐しされると、進みがちょっと変わるの

ではないかと思います。どうしても縦割り行政で、そっちは国となってしまっていると思

うのですが、札幌市内に多くの企業がおりますので、札幌関係でも、経営団体関係を上手

に使って、こういう話を展開していくと。それと、労基署ですね。横連携をとっていただ

いてやるだけで、先ほど、ボランティアの方は大変というお話をされていたと思うのです

が、企業は、逆にやる組織を持っているのです。ですので、トップにきちっと落としてや

ることによって落ちていくというところに関しては、比較的行きやすいのです。ですから、

逆に、トップをきちっと押さえるというところで、市民とはちょっと違ったアプローチを

したほうがいいのではないかと思います。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

○萩原委員 食生活改善に参加してみますと、すごく薄味で、おいしいものがたくさん出

ているのです。ただ、そこに参加するのになかなか勇気が要るのです。各区にあるのです

けれども、会員だけという感じがするのです。ですから、なかなか参加できない方もいら

っしゃるのではないかと思います。 

○佐々木委員 会員だけということではないのです。私どもは清田区でございますけれど

も、一つのお弁当事業をするのですが、１回だけでなく、５日間行います。そのように、

区内全域に回覧いたしまして事業をしますので、会員だけということではなくやっている

と思いますし、ここに書いてある市民の取り組みにつきましても、料理教室か何かのとき

には全部伝達しております。 

 運動についても、お弁当事業で、お弁当を持って、清田区ですから梅林公園までウオー

キングをします。私ども食生活改善推進委員としては、そういう事業をやっておりまして、

食につきましては、市民の取り組みのところでお手伝いをさせていただいていると思って
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おります。 

○川初部会長 身体活動、飲酒、喫煙などにも目を通していただいて、今まで出ておりま

したお話は全体に共通する点が相当ございますけれども、ほかの要素につきましても目を

通していただけますか。 

 それでは、これから後の基本要素の検討につきましては、市民の取り組み、地域の取り

組み、企業・関係機関の取り組みを含めまして目を通していただいて、ご意見をいただき

たいと思います。 

 では、次に入りたいと思います。 

 基本要素、健康行動についてご説明をお願いします。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 資料５の４ページをごらんください。 

 基本要素、健康行動の課題として、本市のがん検診受診率向上のため、企業、団体との

連携や普及啓発を一層進めるとともに、受診機会の拡充を図ることが挙げられております。 

 また、特定健診や特定保健指導の実施率の向上に取り組むことも必要となっております。 

 資料４の４ページをごらんください。 

 行政の取り組みとして、健康教育の充実、企業・関係機関と連携した普及啓発、ホーム

ページ等を活用した情報提供など、がん検診に関する制度や必要性についての普及啓発を

行います。また、がん検診受診のための環境整備にも努めます。 

 特定健診に関しては、ホームページ等を活用した普及啓発、年代、性別など、対象者に

応じた受診勧奨など、特定保健指導についての普及啓発に取り組みます。 

 また、がん検診との合同健診の実施、特定保健指導の実施医療機関の拡大など、特定保

健指導の受診のための環境整備に努めます。 

 さらに、元気アップ応援事業、健康づくりセンターの活用など、生活習慣病の重症化予

防のための支援を行います。 

 健康行動についての説明は、以上でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 健康行動に関しまして、ご意見をいただきたいと思います。 

 このように進めるということでございますけれども、よろしいでしょうか。 

○萩原委員 各区でがん検診などをやっておりますけれども、どのぐらいの方が参加して

いるのかなと思っております。町内会とか何かからバスを、区で出してくださっているの

か、あれはどのぐらい参加しているものでしょうか。 

○事務局（斉藤地域保健担当係長） 地域でやっているがん検診の受診率というか、どの

ぐらいの方が受けているかというのは、資料５の４ページ、健康行動のがん検診の受診率

ということで現状値と載っているところです。ここは、先ほどご質問のあった、町内会等

で実施をしている健診バスですとか、例えば、バスが来て対がん協会に行って受けていた

だくですとか、そういったような健診の受診率、また、委託をしている医療機関で受けて

いただいた方の受診率、このほかにも、企業でやっているがん検診や、人間ドックで受け
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た方はいらっしゃるかと思うのですが、今ご質問のあったところの町内会等で実施をして

いるがん検診についての受診率は、こちらのほうで、必ずしもそんなに高いということで

はないです。 

○萩原委員 あんなにバスを出してやっているのですが、まとめてみると、大して行って

ないのです。皆さんがもう尐し参加するといいのにと思っております。 

○川初部会長 健診の受診率は、いろいろなところで伺って、どこも低いというのが悩み

のようですから、これには何らかの形で取り組みを進める必要があるのですけれども、ど

うしましょうかと言ったら、困りましたなというところでお話がどこへ行っても終わるわ

けです。 

 よその話をこちらでご紹介するのは恐縮ですが、こういうところで健診をして大事にし

ようとしている病気の名前は、全部、悪くなっていっても本人は何も感じないという無症

候性の進行の問題が多いものですから、１年に１回は行かなければだめだよという話は頭

の中まで入らないということがネックでして、これにどう取り組むかという方策も、札幌

市ならではの何かをお進めいただければ大変いいと思います。 

 とにかく、最後の結論は、やはりこの啓発普及のこれしかない。それでこの社会悪を改

良していく、改善する方法はこれしかないというところに話が落ちつくわけでございまし

て、ここをひとつ、もう一回踏まえてよろしくお願いするというご意見にいたしたいと思

います。 

○末岡副会長 前回教えてもらったのですが、これは地域でやっただけの数字でしたね。

ですから、この数字は、個人で受けたりとか、企業とか全部含めてはいないのですよね。

それは難しいので、数字をとれないから、あくまでも自治体でとった数字をということで

限定した数字なのですよね。 

○事務局（斉藤地域保健担当係長） 今のところは、現状値はそういった数字を載せてお

りますが、今、厚生労働省のほうに、国民生活基礎調査というものの中で、あなたはがん

検診を受けていますかというような調査項目があります。そのデータをいただけるように

調整をしているところです。まだ出てきていないので、結果が出ましたら、そちらのほう

が市民の様子をあらわしているということについては、より適切かと考えています。 

○末岡副会長 とすると、この札幌市の現状値も変わる可能性がありますね。その数字自

体も。 

○事務局（斉藤地域保健担当係長） はい。 

○末岡副会長 ありがとうございます。 

○川初部会長 ほかにご意見ございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 よろしいようでしたら、次の目標に移りたいと思います。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 では、これで基本目標、生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底に関し
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ましては、取り組み内容についての検討は終了でございます。 

 次の基本目標、社会生活を営むための必要な機能の維持及び向上です。 

 心の健康の分野の基本要素、休養について、事務局からご説明をお願いします。 

○事務局（下澗健康推進係長） 取り組みについて、引き続き私からご説明させていただ

きます。 

 資料５の５ページをごらんください。 

 基本要素の休養になります。 

 休養の課題としましては、働き盛り世代への休養やストレス対処法の普及啓発が挙げら

れております。若年者から働き盛り世代の自殺を防止するため、各関係機関と連携の充実

を進め、実態に沿った継続的な自殺対策が求められております。 

 資料４の５ページをごらんください。 

 行政の取り組みとしまして、健康教育の充実、ホームページ等を活用した情報提供、各

種イベントの実施など、ストレスや休養に関する普及啓発に取り組んでまいります。 

 また、心の健康づくり電話相談や心の相談の充実、ゲートキーパーの養成など、心の健

康について、地域で身近に相談できる環境の整備に努めてまいります。 

 休養については以上でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 基本要素の休養に関しまして、市民の取り組み、地域の取り組み、企業・関係機関の取

り組みといった具体的な取り組み内容のご意見をお出しください。 

○鳴海委員 企業・関係機関の取り組みが食になっています。 

○事務局（斉藤地域保健担当係長） 大変申しわけございません。 

 休養のところでは、企業の取り組みとして、残業のないような環境整備に努めていただ

いて、早目の帰宅の推進をしていただくとか、年次休暇を取得しやすいような就業環境の

整備に取り組んでいただきたいとか、職場内のコミュニケーションが大変重要になります

ので、職場内でのコミュニケーションを良好に保つとか、悩みを抱えている職員に積極的

に声かけをするということ等に業として取り組んでいただきたいということを入れる予定

だったのですが、大変申しわけございません。今、差しかえのものをご用意させていただ

いておりますので、改めてご確認をいただければと思います。 

○川初部会長 差しかえ資料は、この席で配付されますか。 

○事務局（斉藤地域保健担当係長） この後、配付させていただきます。 

○川初部会長 それまで次の課題に入って検討を進めたいと思います。 

 次世代の健康の分野で、基本要素、栄養・食生活の検討でございますけれども、事務局

から説明をお願いします。 

○事務局（下澗健康推進係長） では、次に進めさせていただきます 

 まず、資料５の６ページをごらんください。 

 栄養・食生活の課題としまして、中・高生に朝食の大切さを啓発する必要性が挙げられ
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ております。 

 また、家族や仲間が食をともにし、心を通わせ、きずなを深める場となる食育の推進が

求められております。さらに、家庭、学校等、関係機関との連携により、子どもの肥満防

止に取り組む必要が挙げられております。 

 資料４の６ページをごらんください。 

 行政の取り組みとしまして、離乳期講習会や育児教室などを活用した普及啓発、親子料

理教室の開催、ホームページ等を活用した情報提供など、子どものころからの健康的な食

生活の推進いたします。 

 また、学校での個別相談の実施、給食だより、学校ホームページ等を活用した情報提供、

特定給食施設への普及啓発など、関係機関と連携した学校、児童生徒への食に関する普及

啓発に取り組んでまいります。 

 栄養・食生活については以上でございます。 

○川初部会長 基本要素、栄養・食生活に関しましてご意見をいただきたいと思います。

同じように、市民の取り組み、地域の取り組み、企業・関係機関の取り組みなどにもお目

通しください。 

 どうぞ。 

○吉田委員 栄養・食生活の企業・関係機関の取り組みの中で、朝食を食べる必要性につ

いて、情報提供だけではなく、前のページの違ったものが入るのではないかと思ったので

す。 

○川初部会長 さっき出ていた栄養の項目は、こことずれているのではないかということ

ですね。 

○事務局（斉藤地域保健担当係長） ご指摘のとおりです。ありがとうございます。 

 ここのほかに、企業というか、特定給食施設という関係機関として学生たちがいる施設

等もあるので、朝食を食べる必要性についても情報提供していただきたいということで入

っているところだと思うのですけれども、前のページのものと後ろのページのものを合わ

せてという形になります。 

○川初部会長 両方を合わせて６ページの文言になるので、そのようにお読みください。 

 いかがでしょうか。 

 よろしいようでしたら、さらに先へ進みたいと思いますけれども、よろしいですか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 続きまして、基本要素、身体活動・運動の検討です。 

 事務局からご説明お願いします 

○事務局（下澗健康推進係長） 資料５の７ページの上段をごらんください。 

 身体活動・運動の課題としまして、若い世代のうちからの運動習慣の定着と子どものこ

ろからの健全な運動習慣を身につけ、心身の健康の保持、増進や体力の向上を図ることが

挙げられております。 
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 資料４の７ページをごらんください。 

 行政の取り組みとしまして、乳児健診や育児教室を活用した普及啓発、各学校での取り

組みの促進など、子どものころからの運動習慣の獲得について普及啓発に取り組んでまい

ります。 

 また、地域スポーツマスター活用事業、アスリートによる出前授業の実施、スポーツ尐

年団活動への支援、子育てサロンの開催など、子どもが体を動かす機会を提供いたしたい

と考えております。 

 身体活動・運動に関しましては以上でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 それでは、基本要素、身体活動・運動につきまして、先ほどと同じように、ほかの項目

にも目を通していただいて、取り組み内容に関するご意見を頂戴します。 

 スポーツについては、前の会議でも大分ご意見が出ていたのですけれども、特にござい

ませんか。 

○末岡副会長 地域の取り組みで、前の経過がわからないのですが、スキーだけがこうや

って出てくるのですね。その理由は何かあるのですか。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） これは、札幌市のスポーツ部という部署の熱い思い

でございます。冬期間の運動をこれから積極的に推進していきたいという計画でおられる

ようです。 

○末岡副会長 例えば、教育委員会あたりだと、ほかのスポーツも推奨していませんか。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） そうですね。 

○末岡副会長 いろいろ新しいスポーツが出してきていますね。それは全然上がらないで

スキーだけ。確かに授業でスキーが減っているというのが現状ですけれども、スキーだけ

ぽっと出たのがどうしてかと思ったのです。熱い思いですね。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 熱い思いがあったのですが、ご指摘のとおりだと思

います。この後、またスポーツ部や教育委員会に確認をして、足りないところは尐し補足

するような形で進めていきたいと思います。 

○川初部会長 向井委員、いかがですか。 

○向井委員 おっしゃるとおり、何でスキーが出てきたのかなと思います。あらゆるスポ

ーツということが大事ですが、先ほども言いましたけれども、これを進めていく方法、施

策といったものは、我々も考えていかなければならないものがたくさんあると思います。

ただ現状が、先ほども言ったのですけれども、現場というのは、なかなかこのように簡単

にはいきませんよという部分があるものですから、そこを何とか努力をしていかなければ

ならないなと思っています。 

○事務局（斉藤地域保健担当係長） 今、差しかえのものを配らせていただいています。 

 先ほど私は、栄養・食生活のところで、前の項目がということで、資料４の５ページの

ところの取り組みが、資料４の６ページの企業・関係機関の取り組みに入るのではないか
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というご指摘をいただいて、そのとおりとご回答をいたしましたが、そこのところは、も

ともと資料４の１ページにある行政の取り組みとして載っているところが入り込んでおり

ますので、資料４の６ページの栄養・食生活に対する企業・関係機関の取り組みについて

は、朝食を食べる必要性について情報提供しますということだけの案となっております。 

 また、あわせて、これでは足りないということで、またご意見もいただければと考えて

おります。 

 ５ページについては、今、差しかえをお配りさせていただきましたので、内容について

改めてご検討いただければと思います。 

○川初部会長 では、基本要素、休養という５ページの問題ですが、企業・関係機関の取

り組みのところをお目通し願います。 

 休養というのは難しいのだと思うのですけれども、このような取り組みでよろしいです

か。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 次は飲酒ですね。基本要素、飲酒について検討します。 

 事務局から説明をお願いします。 

○事務局（下澗健康推進係長） 資料５の７ページの下段からごらんください。 

 飲酒の課題としましては、未成年の飲酒が健康に及ぼす悪影響についての正しい知識の

普及の必要性が挙げられております。 

 また、妊婦の飲酒の母子の健康に及ぼす影響についての啓発を強化していくことも課題

として挙げられております。 

 対応する表として、資料４の７ページの下段をごらんください。 

 行政の取り組みとしまして、思春期ヘルスケア事業を活用した普及啓発、小学校におけ

る保健の授業での指導、母親教室を活用した普及啓発、ホームページ等を活用した情報提

供など、関係機関と連携した飲酒に関する知識の普及啓発に取り組んでまいります。 

 飲酒については以上でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの飲酒に関する取り組み内容の各欄の文言に目を通していただきまして、ご意

見をお願いします。 

 啓発普及活動と情報提供が精いっぱいということだと思うのですが、よろしいでしょう

か。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 次に、喫煙について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（下澗健康推進係長） 資料５の８ページになります。 

 喫煙の課題としまして、札幌市は喫煙率が低いのですが、未成年者の喫煙の悪影響を考
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えまして、未成年の喫煙者をなくすことに引き続き取り組む必要があります。 

 また、妊婦の喫煙につきましても、母子の健康に及ぼす影響について啓発を強化してい

くことが求められております。 

 さらに、乳幼児の受動喫煙は健康への影響も大きく、子どもの受動喫煙防止に向けた取

り組みが求められております。 

 資料４の８ページをごらんください。 

 行政の取り組みとしまして、思春期ヘルスケア事業を活用した普及啓発、小学校におけ

る保健の授業での指導、母親教室を活用した普及啓発、ホームページ等を活用した情報提

供など、喫煙が健康に及ぼす影響について、普及啓発に取り組んでまいります。 

 さらに、禁煙、完全分煙施設の登録の推進、受動喫煙防止対策ガイドラインの普及など、

受動喫煙防止のための環境整備に努めてまいります。 

 喫煙については以上でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 同じように、取り組み内容につきまして、具体的なご意見をお願いします。 

○高橋委員 企業・関係機関の取り組みに、未成年者にたばこは売りませんとありますが、

近所に、普通の民家の玄関の前にたばこのベンディングマシンを置いてあるのです。とい

うことは、何歳でもたばこが買えるような状態になっているのです。こういうのを野放し

にしておいていいのでしょうか。私はたばこを飲まないのでよくわからないのですけれど

も。 

○川初部会長 こう書かれているけれども、実情はそういうこともあるということで、ど

う取り組むかお考えいただきたいという意見ですね。 

 今の件について、事務局から何かご説明がありますか。 

○事務局（高川健康企画担当部長） 未成年にたばこが簡単に手に入るような状態につい

ては、関連機関、行政も含めて、改めていかなければならないと思います。それは、地道

な積み重ねだと思うのですけれども、小売店、販売店、自販機も含めてですが、今、年齢

によって、カードか何かを認証しないと買えないような仕組みは持たれているはずです。

それで１００％防げるかどうかは別としもです。 

 それから、コンビニでも、年齢を聞いたりしているのではないでしょうか。ちょっと自

信がないですけれども、カードがないと基本的には買えないという売り方をしていると承

知しております。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 認証システムが作動していることは確かだと思うのですけれども、その完成度はどの程

度高いかというのは。 

○高橋委員 そういう機械にはついていないと思うのです。昔の形のたばこ売り機みたい

なのです。それは、隠すように、通りに面していないのです。階段を上がっていって、玄

関の真ん前に、こういうふうに置いているのではなくて、道路に面して直角に置いてある
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のです。並行に置いてあるのではないのです。ですから、余り見えないようになっており

ます。 

○川初部会長 苦情を届けるなどの措置も住民の目としてあることが本当は望ましいのだ

と思います。 

○高橋委員 どこに苦情を持っていったらいいのですか。 

○末岡副会長 恐らく、酒もたばこも許可制ですね。ですから、もしルール違反している

のであれば免許を取り上げられちゃうと思うから、やはり、それは行政ですか。どこか相

談窓口がきっとあると思います。 

○辻委員 市役所本庁の１階に市民の声を聞く課がありまして、あそこへ行けば、チェッ

クをしますし、文書で出せば文書で回答しなければならないから、非常にスピーディーに、

真摯にやってくれますよ。そこに行けば大丈夫だと思います。 

○事務局（高川健康企画担当部長） その辺も、私が即答できないのが非常にお恥ずかし

いことですけれども、恐らく法律違反になると思うのです。飲酒も喫煙も未成年が吸うの

は法律違反ですから。 

 行政は行政ですけれども、札幌市とか市町村の問題ではなくて、これは警察とかそうい

うところの取り締まりに最終的にはなろうかと思います。 

 いずれにしても、そういうご相談については、どこかが受けてしかるべきところが対処

しなければいけないので、それは承りました。 

○辻委員 例えば市でない場合、これは国だとかどこだということもそこの相談係で判断

して、そこへきちんとつないでくれます。そうでないと、たらい回しかということで文句

を言うと、それは困ったということになります。 

 例えば、雪まつりのときに、駅前の通りに、だめになった車がぶん投げてあったのです。

あれはみっともないではないかという話になったら、最初は、あれは国道だから国で、市

ではないなどと言っていました。では、おたくから伝えればいいではないかと言ったら、

きちんと伝えて、翌日には撤去されていました。 

 また、たばこは、親のカードを持っていって、出そうと思ったら出るんです。そこら辺

は、親の教育の問題もあるでしょうし、どんな法律をつくって、どうやっても、必ず完璧

にはできないので、住民の目で監視をするとか、そんなことをやらん限り、なかなかなく

なりませんし、そんなことがあるかないかを警察も一々確認できませんし、訴えるしかな

いですね。 

○川初部会長 どうぞ。 

○末岡副会長 項目にないのですけれども、大人の喫煙は全然触れないのですか。 

○事務局（斉藤地域保健担当係長） 大人の喫煙につきましては、先に検討させていただ

きました生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底のところにございまして、ページ数で

は資料４の３ページの下段のところになります。 

○川初部会長 では、次に移ります。 
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 基本要素、歯・口腔の健康についてです。 

 事務局、説明をお願いします。 

○事務局（下澗健康推進係長） 続きまして、資料５の９ページをごらんください。 

 歯・口腔の健康の課題としまして、虫歯予防のために、関係機関と連携して、かかりつ

け歯科医の推進を図るとともに、虫歯予防に関する普及啓発の充実求められております。 

 また、歯周病予防に関する取り組みの充実も課題となっております。 

 対応する資料４としては、８ページの下段になります。 

 行政の取り組みとしまして、虫歯予防教室の開催、ホームページ等を活用した情報提供、

小学校等関係団体と連携した啓発など、虫歯や歯周病予防について普及啓発に取り組んで

まいります。 

 また、歯科検診を受けやすい環境の整備に努めてまいります。 

 歯・口腔の健康につきましては以上でございます。 

○川初部会長 歯・口腔の健康に関しまして、市民の取り組み、地域の取り組み、企業・

関係機関の取り組み、そして行政の取り組みの全部につきまして、ご意見をお願いします。 

○井谷委員 歯科医師会です。 

 こちらに書いてあるように、虫歯のない１２歳児をふやすということと、行政の取り組

みとして小学校等関係団体と連携した啓発ということで書いてありますと、どうしてもフ

ッ化物洗口について触れないと歯科医師会としてはいけないと思いますので、お話ししま

すけれども、こちらは健康企画ですから、教育委員会とはまた違いますが、歯科医師会と

教育委員会とお話し合いをさせていただいているわけですけれども、国のほうでは口腔保

険法で、北海道では口腔保健条例ということでできておりまして、その中でフッ化物洗口

ということがうたわれております。 

 ただ、札幌市の小学校では全く行われていないという事実がございまして、札幌歯科医

師会としては、ぜひとも実現していただきたいということで、教育委員会のほうに要望を

上げているわけでございますが、先ほども言いましたように、こちらは健康企画ですから、

直接ではないかもしれませんが、こういった形でうたわれておりますし、行政の取り組み

として小学校に働きかけるようなことを書いてございますので、フッ化物洗口に取り組ん

でいただけるかどうか、伺っておきたいと思います。よろしくお願いします。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） おっしゃるとおり、フッ化物洗口については、道の

対策として取り組まれているところでございます。 

 札幌市としましては、教育委員会と私どもがこれについて協議をしているところでござ

います。はっきりとした結論はまだ出ていませんが、確かに、フッ化物洗口の効果は承知

しているところです。 

 今、なぜ結論が出ないかというと、集団に対してこれを取り組むことがいいのか、札幌

市はかかりつけ歯科医の推進をしているので、かかりつけ歯科医のもとで口の中の健康に

取り組むのがいいのかというところで議論をしております。 
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 歯科医師のご意向も伺いまして、承知いたしましたので、また教育委員会とも協議をし

ていきたいと思っております。 

○井谷委員 そのご返答で問題ないと思います。ただ、北海道の中では、かなりの数の市

町村でフッ化物洗口が実施されており、札幌市だけがゼロです。確かに、札幌市は政令指

定都市ですから国の直轄でございますが、北海道内で見た場合、これだけ大きい市がゼロ

というのは、私ども歯科医師会の中でも、札幌は何やっているのだとお叱りを受けます。

はっきり言って、北海道歯科医師会から我々がお叱りを受けるということになります。 

 かかりつけ歯科医の問題はともかくとして、フッ化物洗口についてはやっていただきた

いというふうに希望いたします。 

○川初部会長 ご希望の意見ということで、よろしくお願いします。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 次へ進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 次に、基本要素、健康危機管理でございます。 

 事務局から説明をお願いします。 

○事務局（下澗健康推進係長） 資料５の１０ページをごらんください。 

 健康危機管理の課題としまして、かかりつけ小児科医、小児科救急医療機関の一層の普

及啓発が求められております。 

 また、感染症の流行阻止のため、定期予防接種の確実な接種が求められております。 

 エイズにつきましては、ＨＩＶ感染者の発見に向け、相談、検査の周知を図ることが課

題となっております。 

 資料４の９ページをごらんください。 

 行政の取り組みとしまして、かかりつけ医を持つことについて、母子保健訪問指導事業

や乳児健診を活用した普及啓発、ホームページ等による情報提供などにより、普及啓発に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、予防接種に関しては、ホームページ等を活用した情報提供、対象者への通知の送

付など、予防接種の周知、勧奨を行ってまいります。 

 エイズに関しましては、ホームページ等による情報提供など、ＨＩＶ検査の周知、勧奨

を行います。 

 また、夜間・休日検査の実施、プライバシーに配慮した検査の実施など、受検しやすい

環境の整備に努めてまいりたいと考えております。 

 健康危機管理については以上でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 では、健康危機管理に関しまして、同じように、具体的な取り組み内容のご意見をお願

いします。 

 このような内容でよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 では、次に、基本要素、健康行動についてでございます。 

 説明をお願いします。 

○事務局（下澗健康推進係長） 資料５の１１ページをごらんください。 

 健康行動の課題としまして、健康づくりの自主活動グループへの支援とともに、地域の

健康づくり組織のネットワーク化を促進することが挙げられております。 

 また、健康づくりを進める上で、地域とのつながりを重視する必要がございます。 

 資料４の１０ページをごらんください。 

 行政の取り組みとしまして、健康づくりサポーター派遣等による自主活動グループの育

成、支援、健康づくりネットワーク活動の促進など、地域での健康づくり活動を支援して

まいりたいと考えております。 

 健康行動については以上でございます。 

○川初部会長 健康行動に関しまして、また同じように具体的な取り組み内容のご意見を

伺います。 

 このような文言でよろしいでしょうか。 

 ございませんようでしたら、次の項目へ行ってよろしいですか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 次世代の健康は、これで検討終了でございます。 

 次に、高齢者の健康に移ります。 

 まず、基本要素、栄養・食生活です。 

 事務局からご説明をお願いします。 

○事務局（下澗健康推進係長） 今度は資料５の１２ページをごらんください。 

 栄養・食生活の課題としまして、高齢者の低栄養を予防、改善することが挙げられてお

ります。対応する表として、資料４の１１ページの上段をごらんください。 

 行政の取り組みとしまして、高齢者栄養改善教室の開催、高齢者食生活指針の普及など、

高齢者の栄養に関する知識の普及啓発に取り組んでまいります。 

 栄養・食生活は以上でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの栄養・食生活に関しまして、取り組み内容の横４列の欄を全部お目通しいた

だきまして、具体的な取り組み内容についてのご意見をお願いします。 

 いかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 ありがとうございます。 

 では、次に移ります。 

 身体活動・運動について、事務局から説明をお願いします。 
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○事務局（下澗健康推進係長） 続きまして、資料５の１２ページの下段をごらんくださ

い。 

 身体活動・運動の課題としまして、高齢者の閉じこもり予防や健康維持を図るため、地

域活動等への参加の促進に取り組むことが挙げられております。 

 また、冬期間も継続的に運動できる機会や地域の健康施設の利用など、転倒予防対策の

充実も求められております。 

 さらに、ロコモティブシンドロームの概念や認知度を高めることが求められております。 

 続きまして、資料４の１１ページの下段をごらんください。 

 行政の取り組みとしまして、ホームページ等による情報提供、健康教育、介護予防教室

など、運動の必要性やロコモティブシンドロームに関する情報提供、普及啓発に取り組ん

でまいります。 

 また、ウオーキング情報の集約、発信、健康づくりセンターの利用促進など、運動に取

り組むための環境整備に努めてまいります。 

 さらに、健康づくりサポーター派遣等による自主活動グループの育成、支援、ウオーキ

ング指導、ボランティアの養成、ウオーキング大会開催、ウオーキングマップの作成・普

及など、運動を実践するための支援を行ってまいります。 

 身体活動・運動については以上でございます。 

○川初部会長 身体活動・運動に関しまして、同じように、具体的な取り組み内容に関す

るご意見をお願いします。 

 ご意見はございませんか。 

 よろしければ、次に移りたいと思います。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 次に、歯・口腔の健康を事務局から説明をお願いします。 

○事務局（下澗健康推進係長） 資料５の１３ページをごらんください。 

 歯・口腔の健康の課題としまして、虫歯予防とともに、歯周疾患の予防にも取り組む必

要があることが挙げられております。 

 資料４は１２ページをごらんください。 

 行政の取り組みとしまして、虫歯予防教室の開催、ホームページ等を活用した情報提供、

関係団体と連携した啓発、口腔機能向上教室の開催など、虫歯・歯周病予防について普及

啓発をして、歯科検診を受けやすい環境の整備に努めてまいります。 

 歯・口腔の健康については以上でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 歯・口腔の健康に関しまして、また、横の欄の４列をお目通しいただいて、具体的な取

り組み内容についてご意見をお願いします。 

 関連の委員からお墨つきの相づちがありました。 

 よろしいですか。 



 - 28 - 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 それでは、この文言でよろしくお願いします。 

 次に行きます。 

 健康危機管理の説明を事務局からお願いします。 

○事務局（下澗健康推進係長） 資料５の最後の１４ページをごらんください。 

 健康危機管理の課題としましては、高齢者のインフルエンザの予防接種率向上に向けて

普及啓発を行う必要があることが挙げられております。 

 資料４の１３ページをごらんください。 

 行政の取り組みとしまして、ホームページを活用した情報提供など、インフルエンザ予

防接種について周知をしてまいります。さらに、インフルエンザ予防接種を受けやすい環

境の整備に努めてまいります 

 健康危機管理については以上でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 健康危機管理に関しまして、同じように、取り組み内容のご意見をお願いします。 

 これもよろしいですか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 次に、健康行動でございます。 

 説明をお願いします。 

○事務局（下澗健康推進係長） 資料５の最後の１４ページの下段をごらんください。 

 健康行動の課題としまして、高齢者の閉じこもり予防、健康維持に取り組む必要がある

ことが挙げられております。また、地域活動等への参加を促すことも課題として挙げられ

ております。 

 資料４の１３ページの下段をごらんください。 

 行政の取り組みとしまして、健康づくりサポーター派遣等による自主活動グループの育

成、支援、健康づくりネットワーク活動の促進、介護予防に関する研修会への講師派遣、

地域の福祉活動を支援するボランティア育成など、地域での健康づくり活動を支援してま

いります。 

 健康行動につきましては以上でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 同じように、ご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○萩原委員 引きこもりが多いということで、町内会でも集まるようにと声かけをしても

五、六人しか集まらないとか、回覧板を回しても、たくさんいらっしゃるのですが、出て

こないということがあるのです。どうしたらいいのか、私たちも頭を悩ませております。 

○川初部会長 現場でこんな状況があるということでご説明いただいたということです。

どうぞよろしくお願いします。 
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 ほかに、いかがでしょうか。 

○萩原委員 夏は外に出ていらっしゃる方に、おはようございます、こんにちはと声かけ

をして、今度ありますから出てきてくださいねというお話をしているのですけれども、だ

めなのですね。 

○川初部会長 本当は、挨拶などはコミュニケーションの始まりとして非常に大事だと思

うのですが、日本からは挨拶がだんだん尐なくなっていっていますね。 

○向井委員 おっしゃったように、今のお年寄りはなかなか出てきません。 

○川初部会長 特に、男性が出てこないですね。 

○向井委員 私の町内でも、ずっと何年も前から、朝のラジオ体操を町内のコミュニケー

ションということでやっているのですが、出てこないですね。ですから、一時的に夏休み

になったら、子どもたちがどっと来ますから、そのときにちょっと出てきますが、すっと

引けてしまったら来ません。 

○川初部会長 現状に対する生々しい声を届けていただきまして、ありがとうございます。 

 ございませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 それでは、全体目標できょうも扱いました「すこやかに産み育てる」とい

う取り組み内容があるのですけれども、私が開始直前に心配しましたとおり、盛りだくさ

んで時間が足りませんでした。この項目につきましては、次回に先送りさせていただくよ

うお願いしたいと思います。 

 全体について、最後に何かございませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 ないようでしたら、本日の分の議題は全部終了したといたしたいと思いま

す。「すこやかに産み育てる」を次回に回しまして、また次の部会もどうぞよろしくお願

いいたします。 

 では、事務局にお返しします。よろしくお願いします。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 部会長を初め、委員の皆様、長時間にわたり、あり

がとうございました。 

 時間の配分が適切でなかったと反省しております。次回は気をつけて計画したいと思い

ます。 

 また、資料に不手際がありましたことをおわび申し上げます。 

 次回につきましては、残りました「すこやかに産み育てる」の取り組み目標からご検討

いただくことになります。 

 また、おおむね３週間ぐらい時間を頂戴して開催したいと考えております。また日程調

整がつきましたらご連絡いたしますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○事務局（高川健康企画担当部長） 重ねてお話をさせていただきますが、皆さんにご審

議いただいている策定部会の今後の見通しですが、第２回部会で、一度、あらあらのスケ
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ジュールを差し上げているのですが、それぞれ各論の検討を進めてきておりまして、きょ

うは５回目ですけれども、積み残しもありますから、今申し上げましたように、これまで

も３週間のサイクルでやらせていただいておりまして、また、そのぐらい後にきょうの続

きをやらせていただきます。それは第６回目になります。そこで、各論のテーマは全てご

審議いただいたことになりますので、それから先は、ご議論いただいたものを踏まえて、

計画の素案といいますか、これも早い時期の２回目ぐらいの部会で、こういう計画書を目

指していきますとお示ししたものがあると思います。これまでの議論の中で修正になって

きているものもありますが、その章立てでお話ししたものの素案をつくる作業に入りたい

と思います。これを見ていただいて、ご決定いただくのに、さらにもう２回を考えていま

す。ですから、うまく行けば、あと３回程度で策定部会での成案をいただければと希望し

ているところでございます。 

 きょうは、時間が大変経過いたしまして申しわけございませんでした。おかげさまでと

いいますか、予定したとおりに議論は進んできておりますので、これから先の議論につき

ましても、引き続きご熱心にお願いしたいと思います。 

 

  ４．閉  会 

○事務局（高川健康企画担当部長） 長時間にわたり、どうもありがとうございました。 

 これをもちまして、第５回策定部会を終わります。 

                                  以  上 


